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生
活
保
護
と
不
正
受
給
の
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
度
の
生
活
保
護
の
支
給
総
額
が
三
兆
円
を
超
え
た
。
長
引
く
不
況
に
よ
り
現
役
世
代
の
失
業
者
が
生
活
保
護
に

流
入
し
た
こ
と
、
ま
た
高
齢
者
の
生
活
保
護
世
帯
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
受
給
者
の
拡
大
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
状
況

だ
。生

活
保
護
費
の
増
加
は
、
国
、
地
方
の
財
政
を
圧
迫
し
、
特
に
生
活
保
護
費
の
二
五
％
を
負
担
す
る
地
方
財
政
は
厳
し
い
状

況
に
あ
る
。
保
護
費
適
正
化
に
向
け
た
、
現
役
世
代
の
就
労
支
援
強
化
に
よ
る
自
立
促
進
が
課
題
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
不
当
に
生
活
保
護
を
受
け
取
る
不
正
受
給
に
関
す
る
報
告
も
増
加
が
続
き
、
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
が
横
行
し
て
い
る
現
状

に
、
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

保
護
費
支
給
の
あ
り
方
、
雇
用
環
境
の
整
備
、
収
入
格
差
、
財
政
負
担
等
に
つ
い
て
全
体
的
な
制
度
の
点
検
が
必
要
で
あ

り
、
本
当
の
意
味
で
の
弱
者
救
済
と
国
民
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
し
、
自
立
と
共
生
が
両
立
す
る
社
会
の
形
成
が
必
要
で

あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

生
活
保
護
受
給
者
の
増
加
に
関
す
る
政
府
の
認
識
は
如
何
。
ま
た
、
そ
の
原
因
と
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て

一



い
る
か
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

生
活
保
護
費
の
約
半
分
を
占
め
る
と
言
わ
れ
る
受
給
者
へ
の
医
療
扶
助
に
つ
い
て
、
本
年
四
月
か
ら
本
格
運
用
さ
れ
た
電

子
レ
セ
プ
ト
の
活
用
に
よ
り
、
受
給
者
の
医
療
費
請
求
の
点
検
の
強
化
、
薬
の
不
正
入
手
の
防
止
等
、
医
療
扶
助
の
適
正
化

が
図
れ
る
と
期
待
す
る
声
も
聞
か
れ
る
が
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
は
如
何
。

三

現
役
世
代
の
受
給
者
へ
の
就
労
支
援
に
よ
り
、
実
際
に
就
職
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
全
国
の
総
数
で
何
人
に
な
る
か
示

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
中
か
ら
、
生
活
保
護
を
抜
け
出
る
こ
と
が
出
来
た
人
数
に
つ
い
て
把
握
す
る
数
値
を
示
さ
れ
た

い
。

四

受
給
者
の
自
立
支
援
と
社
会
復
帰
の
た
め
に
は
木
目
の
細
か
い
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
と
さ
れ
る
。
八
月
に
ま
と
め
る
と
さ
れ

る
国
と
地
方
に
よ
る
制
度
の
見
直
し
に
向
け
た
協
議
で
も
、
就
労
支
援
強
化
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

政
府
の
考
え
る
具
体
案
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

五

四
に
関
連
し
て
、
就
労
支
援
強
化
を
行
っ
て
も
、
肝
心
の
働
く
場
が
な
け
れ
ば
、
生
活
保
護
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
ま
た
、
非
正
規
等
の
不
安
定
な
職
場
で
あ
れ
ば
、
生
活
保
護
に
逆
戻
り
す
る
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。
車
の
両
輪

の
よ
う
に
、
就
労
支
援
強
化
と
雇
用
環
境
の
整
備
、
確
保
が
課
題
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二



六

生
活
保
護
費
不
正
受
給
の
件
数
と
総
額
、
そ
の
主
な
手
口
に
つ
い
て
政
府
の
把
握
す
る
と
こ
ろ
を
示
さ
れ
た
い
。

七

生
活
保
護
費
不
正
受
給
の
対
策
、
取
締
り
に
つ
い
て
、
現
在
ど
の
よ
う
な
取
組
み
が
実
践
さ
れ
、
効
果
を
上
げ
て
い
る
と

さ
れ
る
か
示
さ
れ
た
い
。
関
連
し
て
、
今
後
、
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
対
策
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
取
組
み
が
必
要
と
考
え
ら

れ
る
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

不
正
受
給
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
綿
密
に
対
応
す
れ
ば
、
減
少
で
き
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
不
足
が
課

題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
標
準
配
置
数
で
対
応
で
き
る
と
お
考
え
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

九

憲
法
第
二
十
五
条
に
規
定
さ
れ
る
「
生
存
権
」
で
、
国
が
「
最
低
限
度
の
生
活
」
を
保
障
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
の
「
最
低
限
度
の
生
活
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
程
度
の
生
活
レ
ベ
ル
と
認
識
し
て
い
る
か
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

十

年
金
受
給
や
最
低
賃
金
で
の
労
働
よ
り
も
、
生
活
保
護
を
受
け
た
方
が
、
金
銭
面
、
保
障
面
で
、
よ
り
厚
い
待
遇
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
や
勤
労
意
欲
低
下
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
不
整
合
な
仕

組
み
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三



十
一

生
活
保
護
に
お
け
る
国
と
地
方
の
財
政
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
現
在
の
七
五
％
対
二
五
％
の
割
合
か
ら
、
地
方
の

厳
し
い
財
政
事
情
を
勘
案
し
、
負
担
割
合
を
改
正
す
る
こ
と
も
必
要
と
お
考
え
か
、
見
解
を
伺
う
。

十
二

我
が
国
は
他
国
と
比
較
す
る
と
、
生
活
保
護
の
捕
捉
率
が
極
端
に
低
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
要
因
に
つ
い

て
政
府
の
見
解
を
伺
う
。
ま
た
、
こ
の
捕
捉
率
か
ら
実
際
に
生
活
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
世
帯
に
、
充
分
に
支
援
が
行
き
届

い
て
い
な
い
と
さ
れ
る
現
状
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


